
薬剤部
病院薬剤師が保険薬局での面談について患者に説明。
「入院前服薬情報提供依頼書兼報告書」を保険薬局へFAX（薬剤部⇒保険薬局）。
（電子カルテ上に休薬指示があればその旨を記載）

保険薬局
保険薬局で、薬局薬剤師が患者と面談。患者が服用中のすべての薬剤について、服薬状況、周術期に
注意すべき薬剤の有無等を確認し、
「入院前服薬情報提供依頼書兼報告書」に記載後、薬剤部へFAXする。

薬剤部
報告書は電子カルテに取り込む。
保険薬局からの報告書とカルテ上の休薬指示等を確認し、
連絡の必要がある場合には、保険薬局にFAX＆TELする。
また付箋＆メールを活用し報告書が到着済であることを、
入院時担当医師・薬剤師と情報共有する。

保険薬局 （必要があれば）保険薬局から患者へ休薬指示について連絡する

「入院前服薬情報提供依頼書兼報告書」の運用フローチャート


